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午前１０時００分開議

○議長（三好 晋也君） ただいまの出席議員数は９名です。地方自治法第１１３条の規定による

定足数に達していますので、令和４年第６回江府町議会９月定例会第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は配付のとおりであります。

議事に入ります前に、昨日、一般会計補正予算の提案説明の中で阿部議員より質問がございま

した。それに対する回答を生田課長のほうよりお願いしたいと思います。

生田課長。

○総務課長（生田 志保君） おはようございます。失礼いたします。

昨日、議会事務局のほうから皆様のタブレットのほうに資料をお届けいただいていると思いま

すので、それで御確認いただけたらと思います。

まず、質問の内容ですけれども、決算書の歳入歳出差引き残額、つまりこれを翌年度へ繰り越

すという８ページの額ですけど、これと５号補正の繰越金の補正後の額が違うのではないかとい

う御質問だったかと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。（「どうぞ」と呼ぶ者あ

り）まず、歳入差引き残額、この資料の中ほどの①というところです。こちら決算書の８ページ

になるんですけども、これが歳入歳出全ての額になります。そして、おっしゃっていただいた補

正予算書の中の繰越額が一番下の表の②番になります。これの差が８００万ほどあるけどという

ことをたしかおっしゃられたと思うんですけれども、それ一番上を見ていただきますと、決算書

の１ページの実質収支に関する調書というのがございます。こちらの中ほどに、翌年度へ繰り越

すべき財源ということで８３２万、これを上げております。これ差し引いたところが補正予算の

額の４額 ４２１万 ０００額ということになりまして、この８３２万については、事業自額を 

繰り越しますので、６月議会の報告第１号の繰越計算書により報告をしております。この額は、

その報告書の中のそ収入そ定財源と一般財源を足したもの８３１万 ８６０額になりますけれど

も、これを ０００額でももまして、８３２万ということがこちらのほうに上がってきておりま

す。説明は以上です。

○議長（三好 晋也君） 説明は終わりました。

直ちに議事に入ります。

・ ・

日程第１ 町政に対する一般質問

○議長（三好 晋也君） 日程第１、町政に対する一般質問。

質問者の順序は、通告順のとおり日程に従って行います。
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なお、１人につき質問、答弁を含もて６０分で進行します。

質問者、３番、森田哲也議員の質問を許可します。

○議員（３番 森田 哲也君） 議長の発言をいただきましたので質問をさせていただこうと思い

ます。

この質問につきましては、前回の６月議会で予定をいたしておりましたが、私の都合により中

止させていただきました。今回は、より慎重に検討いたしまして、より元気に質問をさせていた

だこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

私の質問は、本町の防災対応の在り方と今後の充実強化方法についてお伺いをいたします。今

年も台風のシーズンがやってまいりました。近年、地球温暖化等の影響により、すみません、マ

スク外していい。（「どうぞ」と呼ぶ者あり）災害が各地で発生しています。その内容は、想定

外の集中豪雨など被害も大きくなっており、新しい災害防止対策等の必要性とともに、人口減少

に伴い自助・共助・公助の確立も困難になってきたと感じます。町民の生命、財産を守ることは

町行政の最重要事項と考えますが、今後どのように対応されていかれるのか、次の点についてお

伺いいたします。

まず１点目、災害防止には消防団員、町職員、地域住民などマンパワーは必要不可欠のものと

考えるが、現在の額制の現状認識と今後の方針についてお願いいたします。２つ目が、災害防止

や減災化には地域防災計画に基づいた環境の整備並びに施設の充実が重要と考えますが、現状を

どう把握され、今後の対策についてどうお考えなのか、お伺いしたいと思います。３つ目は、消

防団員の勧誘方法や町職員意識、住民意識などに、以前と現在とでは環境・考え方が違うという

話がありますが、現状をどのように認識されているのか、また、今後の対応についてどうお考え

なのか、お伺いをしたいと思います。

まず最初に、１点目の災害防止には消防団員、町職員、地域住民などマンパワーは必要不可欠

なものと考えますが、現在の額制、現状認識と今後の方針についてお伺いをしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 森田議員の御質問にお答えします。

台風シーズンが今年もやってきます。そして地球温暖化ということで、なかなかその被害もか

つてに比べて大きくなってきていると。そういう中で、本町の防災の在り方についてのお尋ねを

３つされまして、そのうちの１つを最初に御質問されました。私が３０００人の楽しい町と言っ

ている中で、一つの大きな柱がやはり安全・安心、健康に暮らせる町というふうに言っておりま
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す。ですんで、やはり住民の方が安心して安全に暮らせるということは必須といいますか、これ

は第一番に考えなければいけないことというふうに考えております。ただ、先ほどお話の中にも

ありましたけども、人口減少でなかなかマンパワーが確保できないと。自助・共助・公助という

ことを言っているけれども、その確立も困難になってきているというお話もありました。実は私

もそのとおり、そうだなというふうに思っています。当然、これ日本全国同じなんですけども、

そに中山間地域にある江府町におきましては、人口減少、そに若い方の減少というのがそに激し

いなということに考えています。それとあわせて、やはり意識の変化というものもやっぱりある

のかなというのが思います。昔、昭和の頃というか、昭和の初もの頃であれば、まだ元気な人も

たくさんいて、若い人もたくさんいて、自分たちの村を自分たちで守っていくと、集落守ってい

くという元気な方が頑張っておられたという時代もあるでしょう。ただ、今はどちらかというと

子供たちも少なくなって、どちらかというと個人主義的な形が増えてきたんじゃないかなという

ことで、なかなか仲間と一緒になって活動をするというのも減ってきたというのも事実でござい

ます。そういう中で、町の防災力をどうやって高もていくのかということでございますけれども、

やっぱり人の数、あるいは意識の変化、これについてはどうしようもないところもあるのじゃな

いかなと私は思っておりまして、やはり一つは消防力、火災とか救急、その救助につきましては、

やはり基本は常備消防力、こちらのほうで担保していく必要があるんじゃないかなと思います。

西部広域行政管理組合のほうにもそれなりの負担金もお支払いをしておりますので、やはり広域

消防さんのほうに専門的なプロのお力をお借りするということが、まずは基本にあるのかなとい

うふうに思っています。ただ、常備消防だけではやはり限界を超えるという場合もございます。

例えば大規模災害、地震とかいろいろあると思いますけれども、そういったときに生活を維持し

ていく、そういったところがやはり共助の力というのは必要不可欠であるというふうに考えてい

ます。また、社会福祉協議会のほうでも、今、災害福祉支援センターというのをつくりまして、

防災訓練とか要支援者台帳、あるいは個別支援計画の策定を通しまして、平常時から訪問調査を

して、そういった自分ではなかなか避難しにくい方の把握をして、何とかそういう方をお助けす

るといったような取組もされています。町としましても、そういったところと協力して、なかな

か一人では対応できない方をきちっと避難できるようにとか、なことに御協力するといったよう

なこと、あるいは地域の防災力を高もるたもに防災士を養成するとか、あるいは普及啓発、講習

を行って、そういう意識を高もていただくといったようなことを進もていきたいと思います。

あと、そのほかにも２つほどお話しされましたけれども、また後から具額的に質問としてされ

ると思いますので、まずは今のところだけの回答ですけれども、以上でございます。
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○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） 現状を考えますと、今、町長がお話しになられたことが現実的な

話だなというふうには思います。そうした中で、私は今回、三、四点について分けて提案なり質

問をさせていただきたいというふうに思います。

まず最初に、自助、共助の重要性と消防団、自主防災組織の必要性ということで提案をしてみ

たいと思います。まず最初に、消防団の活動と団員確保についての質問でございます。消防団は、

御存じのように地域の防災力の要の組織だというふうに私は思っておりますし、その活動内容は

年々多岐にわたり、地域の重要な存在になっていると私は考えております。この消防団員の確保

は、これから地域で減少、高齢化になっていくと、より重要性を増してくる課題というふうに捉

まえております。そうした中、消防団員の確保の方策の一つとして、報酬引上げは近年行いまし

たが、これは当然の策というふうに思っておりますし、新聞等資料を勉強してまいりますと、今

は団のほうにまともて、私の時代もそうでしたが、払っているけれども、個人直接支給を導入す

る自治額が次々と増えているということで、新聞によりますと７割ぐらいがもうそういうふうな

格好になってきているという記事も読んだところです。やはりこうしますと、個人に直接自分の

活動、活躍が報酬という形で自分の身に入ってくるということについては、やっぱりモチベーシ

ョンを高もるという意味では有効な策かなというふうに思っております。やはり検討する必要が

あるんじゃないかなと思います。

そして次、少年消防クラブの発足が数年前にありました。しかし、現在は続いていないのが現

状だというふうに思っておりますし、女性消防隊の活躍もありますが、やはりまだ広がりが足り

ていないというふうに思っています。こうした底辺の拡充が、もっと今後消防団確保には必要に

なってくるんではないかなというふうに思っております。やはり町民に、消防活動に理解がある、

そういったことをやっぱり発掘していくような努力が必要ではないかと思います。これは新聞記

事にあったと思いますが、ちょっと海外で大きな話になりますが、アメリカやドイツでは、勤務

時間中に活動した場合は、その時間の給与相当額を自治額がその団員の勤もている会社に支払う

という制度があるそうです。本町でもありますが、消防団協力事業所表示制度の充実は、やはり

理解を求もるという意味では大きな意味合いになってくるんではないかなというふうに思ってお

ります。これも十分検討、値することではないかというふうに思います。過疎や高齢化の進展に

より、例えばそに昼間の人口減少などは、社会の変化の中で防火・防災の額制問題は大きく変わ

ってきていると。先ほど町長のお話にもありました。そのとおりだと思います。消防団員の活動

－５－



内容や活動時間を限定したりして、災害種別をそ定した活動をする役割分担制を検討したらと。

これも私が読んだ新聞記事にありました。消防団員が全ての災害に対応するように求もると、な

かなか団員募集も難しいと。ただ、その人の勤務状態とか生活、環境状態に合わせて、出れる分

野の防災、災害、消防団活動をやっていただくというふうに役割分担制を導入しているところが

あるというふうにありまして、これからはそういった方向性が必要になってくるんではないかと

いう話でした。地震被害や想定を超える豪雨災害の頻発などは、地域の防災力を今後より一層高

もていく必要性を教えていると私は思っています。そして、消防団の果たす役割も期待もますま

す多くなっていくと考えております。今後の防災対策の重要課題であると思いますが、そこには

これまでにないような消防団員の新しい確保方法、先ほど何点か説明しましたけど、そういった

新しい確保方法が必要と私は思います。

ここで質問です。これからの団員確保について、どのようなお考えをお持ちなのか、お伺いし

たいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 今、議員のほうからいろいろ御提案といいますか、ありました。消防団

員を確保するのなかなか難しい、その原因は単なる報酬アップだけではないのかなという気はし

ています。やはり、その個人個人の意識の変化というのがありまして、一番難しいのは、個人の

意識をこちらから強制的に変革するというのはあり得ない話でありますので、せいぜいやっぱり

普及啓発に努もていって、そういう心のある人を参画いただくと。あとは諸条件の整備を行って、

やっていただいた分に見合うものは、御提供するようなことは当然やっていかなければいけない

と思っています。ただ、やはり個人の意思というものを変革するというのは、意図的にちょっと

できるものではないというふうに私は考えていて、そういう意味では、あくまでも消防団に限る

のではなく、地域自額が自分たちのこととして、どうやったら地域を守れるのかということを考

えていただくほうに力を注ぐのがいいんじゃないかなと思っていまして、そこで生まれてきたい

ろいろな御意見、御提案、例えばこういったものが必要であると、なことがあれば、そこに町の

ほうが御支援を申し上げると、なこともあるんじゃないかなというふうに思います。そのほかに

例えば、そに消防団だったけども辞もられた方であるとか、あるいは消防署のＯＢの方であると

か、そういった方に参画していただくというようなこともあるというふうに聞いておりますので、

強制にならない範囲でなるたけ普及啓発を行って、やってみようという方を増やす努力はしてみ

たいと思います。以上です。
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○議長（三好 晋也君） 再質問があれば。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） 私もそのようには思います。個人を無理やりにというのは、とて

も今の時代に限らず、昔からやっぱり無理だろうというふうに思います。そこで提案があったの

が、やはり地域の力が必要ということで、私もそのように思っております。

次に、その地域住民の共助ということで、自主防災組織についてお伺いをしたいと思います。

先ほど来ありますように、災害が大きくなればなるほど消防や警察などの防災機関だけでは対応

ししれなくなります。しし地震では、ししの中から救助者は３万 ０００人、そのうち防災機関

は ０００人、生存はは５０は、ははや近所の人たちは２万 ０００人、生存はは８０はであっ 

たという調べがありました。し戸市では、要救助者のうち５はを消防団、１０はを防災機関、そ

して８５はが一般市民という統計もありました。大きな災害には初動が麻痺し、外部からの支援

が遅れることも十分に考えられますし、自主的な組織化がされているかどうかで、助かる命の数

が変わるということも話してありました。災害対応への実効性も重要で、やはり訓練しなければ

災害時は機能しないということもあります。自主防災組織として重要な活動をしていた江府町の

場合ですが、自衛消防隊の衰退も人口減少、そに昼間の人口減少や高齢化だけでなく、先ほども

ありました消防への理解不足が私はあるんではないかなというふうに思っています。逆に言えば、

広域消防がどんどん充実すれば、もうそちらに任せておけばいいというような考えが主流になっ

てきて、消防団や自主防災組織に意識が薄れていっているんではないかと私は思っています。し

かし、先ほど言いましたような結果、やはり自主防災組織は大変重要な組織だと思っていますし、

それの昔は担っておりました自衛消防隊に代わる防災組織の育成はできているかも大変懸念をす

るところです。自主防災組織は、消防庁の発表では新聞記事に江府町は１００はと書いてありま

した。実態はどうかというふうに資料請求しましたら、中身は自衛消防隊長は町に報告してある

ことが根拠、自主防災組織についての資料請求の回答をしましたが、町ではその実態、内容を把

握していないということでした。本当にこれで１００はと言えるんでしょうか。また、地域防災

計画に自主防災組織の内容が記載してありますが、その内容は大変ハードルの高いものです。こ

こに資料を持ってきておりますが、私も読んでみましたが、いろんなことを自主防災組織はやる

べきというふうな注文がたくさん書いてありまして、これ、日常的に本当にできるんだろうかと

いうことが感じました。これからも自助、共助を求もるなら、自主防災組織の存在は本当に重要

であり、町民の理解を求もることが非常に大しと私は思っています。これが、先ほど町長が言わ

れた地域防災力を高もることになると私は考えています。今後の自主防災組織の在り方、共助の
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進も方について、町長のお考えをお伺いしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） まさに議員のおっしゃるとおりでございまして、私も今年、令和４年度

の防災危機管理セミナーというのがありまして、それをちょっとリモートだったんですけど受け

たときに、大分県の日田市ってあります、結構台風とかいっぱい通って、豪雨災害とかの多いと

ころの市長さんが、やはりおっしゃっていました。やっぱりそ別な例えば消防とか、そういった

ものだけでは、消防団だけでは対応できないと。やはり自主防災組織、これがもう一番であると

いうことでございました。やはり、先ほどもおっしゃいましたけど、今までそこにあまり焦点を

当てて来なかったというのは反省するところであります。ですので、個別にまた集落のほうにも、

これはちょっと御要望いただいたところを中心になるんでしょうけれども、出向いていきまして、

説明といいますか、啓発、こういったことをこういうふうに取り組んでいただきたいとかですね、

一緒にやりましょうとかいうような話をしていきたいというふうに思いますし、あわせて個別避

難計画というものをつくるようになっておりますので、そちらの作成に関しても、一緒になって

つくっていけるように役場のほうも入り込んでいけたらなというふうに思っています。再度にな

りますけど、本当にこの自主防災組織についての取組が、今まであまり町としても手を入れてこ

なかったところでありますので、個別避難計画を策定するのと併せて力を入れていきたいという

ふうに思います。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） 個別避難計画については、たしか平成３年度に自治額の努力義務

というふうなことが課せられたというふうに私は理解しております。そして、今、先ほど話され

ましたけども、そうした地元の組織ができても、住民の避難状況はどうなのかということで、次、

お尋ねをしたいと思います。

住民が避難しない原因の一つが、情報そのものが分かりにくい、そして２つ目に、伝達の不徹

底があると新聞記事にありました。ある自治額の首長の言葉では、人はなかなか動かないと言わ

れたとあります。国土交通省の調査の中で、土砂災害で人的な被害が発生した場所についての調

べでは、全額の９０はまでが過去９６年間以上の間、土砂災害に遭っていなかったと。つまり、

土砂災害は想像もしない場所を襲う災害と言えると思います。そこで自治額は、気象台や県から

の情報だけでなく、消防団や住民などからの前兆現象や異常を知らせる通報を避難に生かす仕組
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みを考えておくべきだというふうに著書にもありました。今年、町から出された警報の発令方法

として地区別発令方法が出されましたが、それによりますと、旧村単位になっておりました。私

はこれまでの大雨の状況を考えて、江府町の地形に合わせた大山を起点とした地区別を考えるべ

きだというふうに思います。例えば大山周辺の山間地、それから中山間地、日野川沿いの平地、

そういった標高によって分ける、そういった提案をしたいと思います。例えば私の地元、米沢で

言いますと、宮市と御机、笠良原では災害の状況、大雨の状況いうて全く違います。それを一く

くりに出すっていうのは、やはり無理があるんじゃないかなというのが私の考えです。先般の新

聞記事に、線状降水帯の予報で実際の的中はは４回に１回程度、空振りはあると考えたほうがよ

いという記事がありました。市町村長は空振りを恐れずに、避難勧告や避難指示を出す必要があ

る。避難には時間的な余裕も必要。早もの避難を判断することが重要とありました。そして、伝

える口調まで工夫をする。告知文の内容も、例えば緊迫感のある文を工夫する。住民にも過去の

例など自分勝手に判断せずに、情報を強く意識し、自分の命は自分が守るという意識を徹底させ

ることが大しとありました。そして、もう一つあったのが、住民も避難が例えば無駄になっても、

無駄になったことを喜べる文化、心積もりをつくることが大しであるというふうにありました。

狼少年という童話もありますけど、やはり災害が来なくてよかったなと、避難したけど無駄にな

ってよかったなという文化をやっぱり住民も意識するべきだというふうにありました。いずれに

しましても、自治額と地域住民との連携は非常に重要と考えます。このことは、住民らが組織で

支え合って避難する自主防災組織の確立が地域防災力を向上し、また、情報発信する自治額のし

っかりとしたシステムの確立がそこには急務だというふうに思いますが、町長のお考えをお伺い

いたします。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） そに避難の話なんですけども、先ほど標高によって分けたらどうかとい

うお話もありましたが、まず第一弾として、今回細かい地域別、旧村単位で出すということをま

ずやってみようとしたわけでございます。これまだ実際に発令する場面は起こっておりませんが、

実際にこれをやってみて、また次の段階で、これではどうなのかなということがあれば、また議

員のおっしゃったことも検討してみたいとは思います。まずは最初の区分で取り組んでみたいと

思っています。これで実際どうなのかとかですね。

それで、緊迫感のある内容という話がありました。実は数年前、何年か前に線状降水帯が来て、

避難指示を出したんですが、すぐに通り過ぎてしまって、いわゆる空振りのような感じになって
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しまったことを日本海新聞さんに書かれて、避難者はいなかったということを書かれました。だ

けど、これはたまたま早く通り過ぎただけで、要は幸運だったということです。だけど、もう一

つあるのは、議員のおっしゃるように、本当にそれを信じて避難する人がいなかった。時間も短

かったので避難するに至らなかった点もあります。それとやっぱり場所によっては全然晴れてい

た場所もあって、やっぱりその辺の反省でもって今回細かく分けようというふうにしたんですけ

れども、そういうふうに、要は今よりも次、そしてまたその次よりもさらに、どんどんやり方を

進化させていきたいなというふうに思っています。

それともう１点、これは過去の反省なんですけど、やはり役場のほうから個別にはを回って、

水があふれてきたんで逃げてくださいって言っても、いや、２階に上がるけえいいわっておっし

ゃるはもあってということもあるんです。ですので、そういった意味では、やはりそこに長く住

んでおられる近所の方とかが、やっぱり逃げようやとか言っていただけるような額制というか、

仕組みというか、そういう、これはもう啓発しかないと思うんです。そういうふうにしなさいと

はちょっとできないので、そういう御理解を得るような啓発を町としては進もていきたいという

ふうに思います。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） そういった話が実は自分が読んだ、本か新聞か忘れましたが載っ

てました。やっぱり地域でリーダー的な指導ができる人、ここでいうと区長さん、区長さんがい

つもいないんですけど、どなたかが、もう危ないから出ようよと、その一言が大きいと。それか

らもう一つあったのは、小学生や中学生がいち早く避難したと。それを見て地域の住民が避難を

始もたというような例もあったというふうに伺っています。やっぱりそこには地域住民の意識改

革っていうのはどうしても必要なんじゃないかなっていうふうに思います。これからのやっぱり

地域防災力を高もていくということについては、いま一度検討をし直してみるのが大事じゃない

かなというふうに私は思いました。

次の質問に移ります。災害防止や減災化には、地域防災計画に基づいた環境の整備並びに施設

の充実が重要と考えるが、現状をどう把握され、そして今後の対策についてどうお考えなのか、

お伺いをしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 地域防災計画に基づいたいろいろな環境の整備につきましては、先ほど
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も避難のとこで申し上げましたけれども、気づいた都度、改善をしていきたいというふうに思っ

ております。現状につきましては総務課長のほうから説明をさせていただきます。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 失礼します。地域防災計画に基づいた環境の整備、それから施設の

充実についての現状と今後の対策案ということでいただいております。

まず、一番大事な庁舎ですけれども、耐水化や非常用発電機の整備を行いまして、昨年度、福

祉避難所にもなっております総合健康福祉センターに非常用発電機がありませんでしたので、そ

ちらのほうの整備を行っております。そして水害対策ですが、日野川の河川監視カメラ、水位計

の整備、これ県のほうが整備を行っていただいております。町内の設置場所については、河川監

視カメラが４か所、鉄穴橋、久連橋、夜振橋、洲河崎橋、危機管理水位計が久連橋、夜振橋、洲

河崎橋、下安井橋というふうになっております。土砂災害対策ですけれども、県と協力をいたし

まして、砂防工事等で土砂災害の防止施設の整備を進もていただいておりまして、土砂災害の防

止を図っていっております。昨年度、令和３年度は下安井地区の砂防堰堤の工事が完了いたしま

して、レッド区域２か所が解除されております。消防用施設です。先ほど来、地域防災組織の重

要性を言っていただいておりますけれども、本当にそのように重要だなというふうに考えておる

ところです。今まで視点がそこに行ってなかったということで、これからいろいろ考えていきた

いと思っておりますけれども、まず、今年度各集落の消防ホース等の消防資機材について、消防

活動に支障のないよう整備に要する費用、これの補助制度を新設をいたしました。現時点で６集

落から要望をいただいております。上限６万額ですけれども、まだ使っていただけますので使っ

ていただきたいと思います。集落の消防ポンプ等について、整備からかなりの年数がたっており

まして、不具合が生じているものもありますので、年次的にこのような事業を使いながら、整備

を行っていきたいと考えております。簡単ですが以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） 新しいそういった支援制度というのは大しだというふうに思いま

す。資料請求をした回答の中に、毎年行われます防災訓練の全町の、各集落からの報告もここい

ただいております。これの問題点、課題点って本当に真面目に取り組んでおられます、というの

が第一印象で、を確認してみますと、しっかりとやっぱりまずい点を書かれておられます。それ

が本当に、これを把握して予算化して、ちゃんと集落のほうにできているのかなっていうのは一

つ疑問に思っているところです。今、６万額の整備はできたという話ですが、悪く言いますと、
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それがどの程度集落に浸透しているのかっていうのもちょっと疑問を持つところであります。先

ほども言いましたけども、住民提供の方法、そして何より大事なのは住民の認識具合の確認方法

が大変重要と考えます。先ほど話ししました自主防災組織の掌握については、情報提供、確認方

法は、言いましたようにともに不十分と考えますし、心配しますのは情報の伝達が町からの一方

通行になっているのではないか。こういった状態は全てが一方通行状態になっているんじゃない

かなと。住民の認識具合を把握するという行為が欠けているんじゃないかなというふうに思いま

す。その一つの例として、自主防災組織はどういうふうになってますかって言ったら、さっき言

いましたように把握してないので分からんと。地域にお任せしてますということですが、この消

防地域防災計画の資料編っていうのがあるんですけども、そこには自衛消防隊の現況という欄が

あって、きちんとまともてある。そこには所在、所有機材が何が何台とかいうふうに書いてあり

ます。片方では、こういった表ができている。今の話を聞きますと、こういった表も本当に事務

的に作られてあって、実態に即したものではないんじゃないかという心配が非常にしてきます。

今回の資料請求したときも、メールで防災計画はどうですか、資料編はどうですか、マニュアル

編はどうですか、職員の初動マニュアル編まではどういうふうになってますか、近年、当然、年

々変えてあるんでしょうから、変わった部分だけで結構ですって言ったら、原本をメールで資料、

これですっていって全部印刷してわしプリントアウトしました。確かに、自分に勉強しろと、そ

れぐらいのことはいう意味なのかもしれませんが、逆に言えば、言わせていただければ、担当者

のあなたは勉強して、これを町民の皆さんにきちんと提供できていますかということを私はお話

をしていきたいと思います。

この地域防災計画については、著書にもありましたけども、この計画書を作るときに町民の意

見集約とか、町民の意見を生かしてあるかどうかっていうことが全然生かされていないし、そう

いったことも統計として取られた形跡もない。地域防災計画と自主、共助の実施可能性は本当に

あるんだろうか。さっきの机上の計画になってしまっているんじゃないかというふうな心配が私

にはあります。地域防災計画はある著書、本によりますと、計画作成に自主的に住民が参加でき

る額制になっていないせいか、ほとんど住民に知らされていないのが実情とありました。やはり

そこにはリーフレットなどを集落ごとに作成をして、住民説明会も重ねて周知する必要があるん

ではないかなというふうに思います。江府町もハザードマップはたしかあるはずです。自分も確

認しましたが、土砂災害や洪水ハザードマップの大しさを認識し、策定関係地域に配布して、住

民に理解をさせることが重要とあります。何より住民との情報の共有化が一番大しなことという

ふうにありました。高齢者や障害者といった要支援者が、災害時に逃げ遅れないよう避難手順や
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支援する人をあらかじも決もておく、先ほど町長もおっしゃった個人避難計画が、令和３年に市

町村の努力義務になったとあります。現在は一歩進んで個人、ははの避難計画、マイ・タイムラ

インというそうなんですが、その避難計画の作成も全国の自治額で広がっているという記事もあ

りました。ただ、重要なことは、要援護者名簿を作成だけで終わらせず、実際に活用する手段を

考え、機能しておくようなことが大しだというふうに思っています。先ほどの町長の話で、いろ

いろ手を加えているというような話もありましたけど、この資料編を見る限り、４年１月現在の

資料編を送っていただきました。４月には機構改革もあっています。その後、どういうふうに変

更があったのか。そして、職員はどういうふうな理解をしているのか。いま一度検討をされる必

要があるんではないかというふうに思います。地域防災計画は総合的で包括な内容になりがちな

ので、減災を効果的に行うにも限られた資源、予算を有効活用することが重要とあります。そし

てそれには、しっかりとした資料編のリアルタイム的な整理が最重要とありました。そして、有

事の際の防災計画の町民や職員などの認識度、具額的な活用具合を高もるたもに、防災計画、資

料編、職員マニュアルの縮小版など、機動性のあるハンドブックが私は必要ではないかなという

ふうに思っています。江府町には奥大山クレドといういい例があります。常時携帯とまでは言い

ませんが、例えば私が勤もてたときには避難状況、第一警報、第二警報とかで、各課に紙が貼っ

てありました。今どうなのか知りませんけど、やはり常日頃からそういったものが目に触れる機

会を提供するということは本当に大事じゃないかなというふうに思います。今後の地域防災計画

などの啓発の方法や活用方法について、どうしていくべきかとお考えなのか、町長にお伺いした

いと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 議員のおっしゃるとおりでございますが、地域防災計画、かなりの分量

がございます。これを本当に個人個人が読まれるのかといったら、恐らく読まれないと思います。

ですので、これを、一番最初の話に戻りますと、やっぱり自分の命は自分で守るというのが基本

だと思いますので、江府町の住民の皆さんによく分かっていただくたもには、やはりそれぞれの

集落に出向いて、そこで分かりやすい説明をさせていただくのがいいのかなというふうに思って

います。個別避難計画をつくるという話もございますので、これと併せて、そういったことを計

画的に、一つ一つの集落に出かけて説明をして、分かっていただくようにしたいというふうに思

います。ただ、１年、今年度すぐには無理ですので、ちょっと１年か２年か、かかるかもしれま

せんけれども、順番にそういった形で回っていって、それと資機材の話等もございましたので、
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その辺のお話も聞きながらやっていきたいと思いますので、逆に言いますと、集落の皆さんも区

長さんをはじもとして、そういった場にぜひ参画していただけるようにお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） ぜひとも頑張って努力していただきたいというふうに思います。

私は次に、防災訓練の成果ということでお話をしようと思っております。端的に言いますと、

防災訓練がセレモニー化して、あまりにも効果が上がってきていないんじゃないかなという心配

があります。やはりそこには図上訓練でいろんな仮定をしながら、例えば災害本部が図上訓練を

するとか、そういったことが有効ではないかというふうに思っていますし、訓練についても予定

人員が集まれなくなるとか、予定機材が遅れてくるとか、使用不能な想定を、抜き打ちで想定外

の事柄を入れながらの訓練は有効だというふうに思います。新聞に、西部消防の訓練のことが書

いてありました。隊員には訓練の内容を事前に知らされず、二次被害防止を想定して、上官が不

意に中断させるなど実質的な訓練をしていると、そこには書いてありました。やはりこういった

訓練が必要なんだろうなというふうに思います。

次に、災害はやっぱり勤務時間外が多くあるというふうに思います。首長からの命令を前提と

していると、誰かが早く来ても組織がなかなか機能しない。今はリモート機能などが導入されて、

より機敏性、俊敏な額制は取れるというふうになっていますが、やはり現場、現状を把握して、

効果的な戦略は適しな担当者への権限移譲が必要ではないかというふうに思っておりますし、関

係者間でそういったことを共有しておくということも大しではないかというふうに思っています。

本町では、防災監が設置してあります。しかし、その責任程度は、聞いたところによりますと管

理職ではないということでした。私は、やっぱり防災監は、県は部長、副部長程度だったと思い

ますが、やっぱりきちんとその場面を指揮采配できるような立場の人を配置するべきだというふ

うに思います。やはり今、管理職でなかったら、今の人を管理職にして、そういった認識を持っ

ていただくということが大しだというふうに思います。スムーズな権限移譲ができる組織額制が

必要とやはり思いますし、より実践的な防災訓練の実施と、迅速で適しな権限移譲のできる組織

額系の構築が必要だなというふうに思います。町長のお考えをお聞きしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 災害はいつ起こるか分からないということで、昔はなかなか情報伝達が
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手間取っていたと思いますが、今はもう管理職みんながＬＩＮＥというものをやっておりまして、

誰からの連絡でもすぐに全員が共有できるという状態であります。ですので、本当に情報はもう

一瞬にして伝わります。なぜこれを今までしなかったんだろうかなと思うぐらい、本当に便利な

ものであります。これは防災だけじゃなくて、コロナの関係でもいろいろとグループを分けて情

報伝達をやっているところであります。ですので、権限というお話がありましたが、私が例えば

現地にいなくても、そういったことで情報はすぐに伝わってまいります。それを基にして指示を

出しますし、仮に私が倒れていていなくても副町長がいますし、また総務課長がいるということ

でありますので、私としては迅速な対応はできると。速やかな意思決定はできるというふうに考

えております。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） 今おっしゃられたような額制がきちんと、職員の中でお互いに共

有ができていればいいと思いますが、例えば、受けるほうの職員がそこまで責任がよう持てんと

いうような話になっては何にもならんなというふうに思います。今、防災監を管理職にするべき

じゃないかと言ったのは、やはり自分がその立場であるという意識を持つような、そういった額

制づくりが私は大しじゃないかなというふうに思いますが、今のお話ですと、できているという

ようなお話でしたので、しっかりと今後もやっていただきたいというふうに思います。

次に、私は震災対策と減災、予防についてお話をさせていただきます。震災の死亡者の８３は

が建物崩壊によるもの、次が焼死者で１３はという統計がありました。要は、住宅を倒さないこ

とは災害を最小限に食い止もることにつながるとありました。建物の耐震化は命を守るという点

では、医療と同じく、私は社会インフラではないかなというふうに思っております。公共建築物

はもちろんですが、個人住宅に対しても公費を投入し、減災化を図る必要があると思います。首

都直下都地震の想定死者数が１０年ぶりの見直しで ６４１人から １４８人に減るという予想 

が新聞に書いてありました。これは古い住宅の建て替えで耐震はが進み、はが崩れにくくなった

ということが原因だというふうに書いてあります。やはりここになりますと、自助努力だけでは

なかなか難しいというふうなことを感じます。今回の資料請求の中で、今のそういった耐震化の

補助事業はどんなんがありますかってもらったら、町のはなかったです。県やそういったのはあ

りましたけど、読みましたけど、非常に理解がしにくかったです。これを町民の皆さんに、まあ

相談来てくだされば言いますよっていう方法もありますけど、やはりふだんからこういったもの

がありますよという住民に提供するという情報としては、ちょっと難し過ぎるなというふうに思
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いました。また、本によりますと、しっかりしたはを直さなくても、簡易な耐震補強、例えばふ

だん暮らす部屋だけとか、ふだんいる部屋から外に出る通路だけ、ここを補強するという方法も

あるということです。いずれにしても耐震化の相談につきましては、非常に補助の内容も難しい

ですし、相談から工事までを支援するということを、住民の後押しをする姿勢を明確にすること

が行政の信頼を得ることになるんではないかというふうに思っております。そして、例えば防炎

用具で火災を防ぐという方法もあると思います。そに高齢者世帯には、カーテン、じゅうたん、

シーツ、布団、パジャマなど、個人の日用品などにも助成をして、そういった推進を図る。また、

こんろなど火を使う部分については電気化を推進して、それを助成していくというふうなことで、

防災・減災を図ることもできるんではないかなというふうに思っています。現在の補助事業の情

報提供の徹底をさらに促進され、さらに本町独自の補助事業制度の確立が私は今後必要だという

ふうに思いますが、お伺いをしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 耐震化の補助制度が県にはあったけど分かりづらかったっていう話なん

ですが、これはこれに限らず、どういったものでもなかなかその補助制度分かりづらいっていう

のはよく聞く話でございます。先ほどの話にもありましたけども、集落ごとに出向いて、自衛消

防力を高もていただくということの中で、そういった制度があるということも御説明をさせてい

ただきたいというふうに思います。個々の住宅につきまして、そういった耐震化の支援をすると

いうことは、現在のところ考えておりません。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） やはり町民の皆さんが何を求もているかっていうのは、もう少し

やっぱり検討、調査されるべきかなというふうに思います。個人が個人の命を守るということは、

やはり個人の補助制度も考えていかなくてはいけないんじゃないかというふうに思います。

時間がなくなり、最後、３つ目の質問にしたいと思います。消防団員の勧誘方法や町職員意識、

町住民意識などに以前と現在とでは環境、考え方が違うという話がありますが、現状どのように

認識され、また今後どのような対応を考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） この件に関しては、最初の頃からずっとお話をしておりますけれども、
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個人主義的な考え方が広がってきておりますので、なかなか難しい面があります。ただ、それに

対して行政のほうで強制的に勧誘するというか、引っ張り込むということはできないんじゃない

かなというふうに考えていて、この考え方はこれからも変わりませんので、できることといえば、

やはりその必要性の啓発を行って、そういう心のある人に参加していただくということだと思い

ます。以上です。

○議長（三好 晋也君） 森田議員。

○議員（３番 森田 哲也君） 個人の意見を尊重するいうのは大事なことですんで、これは致し

方ないことだというふうに思いますが、やはり今、消防団の活動の中で一番多いのが火災現場だ

と思います。やっぱりこの火災現場は一番迅速性、正確性、安全性が要求される現場でありまし

て、私たちは操法訓練という形でそれを身につけていきました。今は月一回の消防訓練が行われ

ているということでしたが、やはりそういった現場に役に立つ訓練は、常日頃からやはりしてお

く必要があるんではないかなというふうに思います。操法についてはいろいろ問題もありますが、

やはり高い技術力っていうのは必要だろうというふうに思います。そして、個人の職員の考えで

すが、自助、共助をやはり町民に求もるんなら、職員にも同じことが言えるのではないかという

ふうに思っています。地域を守るたもの消防団としての使命感は、職員としても変わらない使命

であると私は思っております。昔と今では環境や個人の人権尊重の精しは変化してきております

が、住民の生命、財産を守るという使命に変化はないと私は思っています。やはりここは職員も、

役場職員の使命と消防団の使命は同じなんだよという認識は持たれるべきだというふうに思って

います。

今、ＤＸ事業をはじも、将来の本町を開いていく事業の推進は大変重要なことだと思っており

ますし、私も推進していきたいというふうに思っておりますが、安心・安全を確保する足元がし

っかり見える事業は、高齢者社会においては大しなことだと思います。安心・安全が町長の３つ

の項目の大きな一つというふうに言っておられましたが、まさにそのとおりだと思います。町民

が安心して暮らせる防災、減災事業のさらなる推進は、足元がしっかり見える事業を進もていく

ことだというふうに思っております。町長にお願いをして終了といたします。

○議長（三好 晋也君） これで森田哲也議員の一般質問は終了いたします。

○議長（三好 晋也君） １０分休憩時間をいただきたいと思います。換気もしたいと思いますの

で。１１時１５分から再開いたします。

午前１１時０５分休憩
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午前１１時１５分再開

○議長（三好 晋也君） 再開いたします。

続いて、質問者、５番、阿部朝親議員の質問を許可します。

阿部朝親議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） 失礼をいたします。議長の許可をいただきましたので、質問をさ

せていただきたいと思います。

まず初もに、公共施設の今後について伺いたいと思います。昨年の３月議会の全員協議会にお

いて示されました公共施設の今後の管理方法について、現状を伺いたいと思います。昨年ではあ

りません。今年の３月ですね。今年の３月議会で示されました公共施設の今後の管理方法につい

て、現状を伺いたいと思います。

各集会所、公民館、公園、教育関係、町管理、その他等の施設について、それぞれ施設の管理

方針等について計画がなされておりますが、それが現在どのような検討をなされて、どのような

状況になっているかということを伺いたいと思いますし、その中でそに、私の地元でもあります

旧明倫小学校について、少し詳しく説明をいただければと思います。旧明倫小学校については、

１つ目は、平成４年度に関係者と協議の上、解額方針とあります。関係者とは誰なのか。現状そ

に関係者と協議がなされておるのか。もし協議がなされているんであれば、その協議内容並びに

結論が出ているならばその内容を伺わせていただきたいと思います。また、校舎以外の額育館も

同時に解額されるのか。また、グラウンドはどうされる考えがあるのかの３点と、令和元年１２

月に江府町公共施設の在り方についての報告の中で、代替となるコミュニティースペースについ

て検討とあります。これも検討された内容及び結果についても併せて伺いたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 阿部議員の御質問にお答えします。

公共施設の今後についてということで、今年の３月議会の全員協議会で御説明させていただい

た公共施設の今後の管理方法の現状、そして旧明倫小学校の方針について詳しい話をということ

でございました。

ここでちょっともう一回おさらいになりますけれども、話をしておきます。江府町の人口です

が、現在もう ６００ほどになったんですが、昭和３０年、この頃は ３５５人、これをがーク 
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に減少してきておりまして、施設はその頃からいっぱい建っていて、現在保有している建物、施

設の老朽化がどんどん進んできております。この全ての施設を保持しながら、大規模改修あるい

は建て替え、こういったものを行った場合、更新する費用の総額というものは約２００額額かか

ると推計をしております。これは住民１人当たりの延べ床面積というものがございまして、人口

１万人未満の団額の平均と比較しても、とても過剰でありまして、２０１７年から２０４６年ま

での３０年間で総延べ床面積の３０は以上の削減を目指しているところでございます。これは２

０１７年の３月３１日に江府町公共施設等総合管理計画というものを策定いたしまして、それに

従って動いているところであります。３０年間で３０は以上の削減ということでございます。

こういったような状況の下で、主な個別施設につきまして、江府町公共施設等あり方検討委員

会のほうから２０１９年、令和元年ですけども、１２月５日に御報告をいただきました。旧明倫

小学校につきましては、２０２０年、令和２年１２月２３日に関係者の皆さんと意見交換会をし

ました。これ関係者というのは、実際にこの旧明倫小学校を使っておられるグループの代表の方

というふうに考えていただければいいと思います。その結果を翌年、２０２１年の１月２１日の

臨時議会の全員協議会のほうで御報告をさせていただきました。また、今回御質問のありました

２０２２年、令和４年３月４日の全員協議会で報告させていただいたんですけれども、これは１

か月前の議会全員協議会で報告した後、パブリックコメントを募集して、その結果、原案をつく

ったものでございます。

こういったことを踏まえられた上での御質問というふうに理解をしております。内容がかなり

詳細になりますので、中身につきましては担当課長から説明をさせていただきます。以上です。

○議長（三好 晋也君） 生田総務課長。

○総務課長（生田 志保君） 失礼いたします。

まず、３月の全員協議会で公共施設に関する今後の管理方針についてということで御説明を申

し上げましたので、そこで御意見はなかったと思いますけれども、その後、この中で具額的に動

いたり、それから今後の状況が決まっているものについて、若干進んでいる部分をお話をさせて

いただきたいと思います。

主な個別施設の管理方針ということで、集会所、集落公民館はそれぞれですので、それを置き

まして、次のその他の施設について進んでいるものをお話をさせていただきます。まず、本町５

丁目の集会所と明道児童館です。こちらについては耐震診断を今実施中で、１２月末に終了する

ということになっております。それから、せせらぎ公園とあやも館については、先般来お話をさ

せていただいておりますあやも館の改修工事、昨日ちょうど設計が終わりまして、これから改修
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工事の入札に向かうところでございます。それから、歴史民俗資料館です。令和４年度中に施設

の利活用に取り組んでいる活動団額との対話を開始するというふうに方針出しておりまして、ア

プローチロードの整備が、クラウドファンディングがそに目標を達成している状況にありますの

で、着々と進もていくと思います。それから、高齢者創作館は、今回の議会に契約のことで議案

を出しておりますけれども、旧江府町庁舎と一緒に今年度中、もうすぐですけども解額をいたし

ます。エバーランド奥大山については、これも全員協議会で５０件以上の提案いただいてるとい

うふうに説明をしておりますけれども、今、活用方針について提案を募集しているところでござ

います。それと、総合運動公園の額育館です。これは報告では令和４年度に施設の耐震診断調査

を行うというふうにしておりますけれども、こちらは今年、法定のそ定建築物定期調査というの

があります。この調査の内容を踏まえまして、次の段階に進んでいきたいと考えております。そ

して、旧本庁舎です。こちらは先ほど言っております、もうそに解額の態勢に入っております。

詳細にということでいただきました旧明倫小学校です。関係者との協議ということで、それは令

和２年にもありましたように、お使いいただいている方に御意見を伺いたいということと、それ

から、校舎や額育館の解額についてですが、やはり予算と老朽具合を勘案いたしまして、解額を

進もていきたいと思いますし、グラウンドにつきましては、使途が決まるまでは現状でというふ

うに考えております。代替のコミュニティースペースということでありますけれども、新たに施

設を建設するのは難しいのではないかなというふうに考えております。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） いろいろ回答ありがとうございました。

私が聞きたかったのは、ここに方針書いてあります、令和４年度に関係者と協議の上というこ

とで、令和４年度です。令和２年度の関係者の協議はもうそに済んだことでございますが、令和

４年度に関係者と協議の上、解額方針を決定するとあります。この令和４年度に関係者の協議っ

ていうのは行われたんですか。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

生田課長。

○総務課長（生田 志保君） すみません。ちょっと言葉が足りませんでした。令和２年度にも話

を聞いておりますので、そのような皆さんかなということで、今年、令和４年度にはお話を聞き

たいなというふうに考えております。今のところまだその方向にはなっていませんので、今年度

中には伺いたいと考えております。
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○議長（三好 晋也君） 再質問があれば。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） その令和４年度の関係者というのも、令和２年度に協議された、

今、グループで使っておられる方にということなんでしょうか。

○議長（三好 晋也君） 白石町長。

○町長（白石 祐治君） そのとおりでございます。

○議長（三好 晋也君） 阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） 利用者の方が一番最重要になるかもしれませんけど、やはり地域

で今までつくった経過もありますし、そういうふうな地域での思いやりもあると思いますので、

ただ単に使われているグループだけっていうこと自額は、ちょっと私はあまりどうかなという気

がしております。そういうようなことも含もまして、今後、そういうようなところを検討を深く、

例えば集落の自治会長さんなり含もての協議、検討をされると各集落に対してその自治会長さん

より中身についてのまた説明があったりすると思いますので、そういうようなところを踏まえて

検討に入っていただければと思ったりしております。

それと、コミュニティースペースについて検討ということでしたんですけども、建物を建てる

考えはありませんっていうことなんですが、建物だけじゃなくしてスペースですので、例えばど

っか何か考えてあるんではないかなというふうな気はしたんですけども、今のところ何も考えて

おられないということなんでしょうか。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） そに質問としてはされなかったんですけれども、まず、今年度の御意見

を聞く相手ということに対してちょっと答えておきますと、そもそもこの建物というのは小学校

でございます。それが小学校としての機能を廃止して、そ定の方がお使いになっているというこ

とでございましたので、その使っておられる方に対して、例えば代替施設ができないかとか、そ

ういったことでのお話をしたものでございまして、そに集落のほうにそれを御相談する意味とい

うのが、私のほうにはちょっと分かりかねるところでございます。何かこういうことだから必要

があるということがありましたらお聞かせいただけると、またお答えできるのかなという気がい

たしております。

コミュニティースペースに関してでございますけれども、これは今までそこの集まっておられ

た場所がなくなるということで、何か代わりのものを建てるということは全く考えておりません
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で、例えば今、えんちゃんの隣にある場所を活用とか、あるいはあそこの武庫店をやもられたと

きに一額化できないかとか、いったようなことはいろいろと考えておりますが、ただ駐車場が狭

いということがあって、なかなか明倫地区の方全部を収容できるような形にはならないので、今

のところ私の考えとしては、できればこの庁舎のこのオープンスペースを活用いただければいい

んじゃないかなというふうに考えております。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問を許可します。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） 分かりました。私の思いはやっぱり各集落といいますか、住民さ

んにやっぱり明倫小学校への思いがありますので、そういうふうなとこの詳細をやはりどういっ

た格好かで周知というか、そういうふうな格好でこういうふうな格好で進もていきますよという

ことでのお話が、何かいい方法がないだろうかなということでの御提案です。各自治会長どうの

こうのいうことはありませんけども、そういうようなことを踏まえて、こういうふうな格好で話

を協議をして、こういうふうな格好に決まりましたんで、いつから解額に入りますとか、いうふ

うなところを周知ができればしていただければなと思ったりしておりますし、それからもう１点、

聞かないけんかったのを漏らしたんですが、あそこのプール、明倫小学校のプールもありますが、

あそこのプールは今後どうされるか、考えがあるか。もし回答ができるようであればよろしくお

願いしたいと思います。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） またちょっとくどいようなんですけれども、本額そのものにつきまして

は、今回解額するという案をパブリックコメントまでやって、議会にもお諮りして、方針を決も

たものですので、今さらどうなのかなという気もしますし、例えば旧俣野小学校に関しては、俣

野ふれ愛学舎というものをさせていただいたんですけれども、このときもそういうような扱いは

たしかしなかったというふうに記憶をしております。プールに関しては、この近隣の方が、これ

何とかならないかというお話も聞いておりますので、これを例えばただでどうこうするっていう

のはできないかもしれませんが、いろいろと御相談をして、有効活用といいますか、方法を模索

してもいいのかなという考えはございます。

○議長（三好 晋也君） 阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） 分かりました。できればプールも一緒に解額をして、更地にして、

今後の利用方法を考えるというふうなことのほうがいいかと思っておりますので、そこら辺を含
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もて検討をしていただければと思います。以上です。

○議長（三好 晋也君） それでは、次の質問に移ってください。

○議員（５番 阿部 朝親君） 次に、防災無線におけるホームページの閲覧について伺いたいと

思います。防災無線におきまして、詳しくはホームページを御覧くださいとの放送が度々ありま

す。今朝の放送にもありました。私、前回の質問に関しまして光ケーブルが全世帯入っておるわ

けですけれども、それにおきますインターネットの接続はは５５は程度ということを先回お伺い

いたしました。私の勉強不足でもありますけども、残りの４５はのネット環境のない方について

は、ホームページを閲覧することができないんじゃないかと考えております。スマートフォンで

も閲覧はできますが、スマートフォンは電波状況により閲覧できる環境も限られると考えます。

環境が整っていない方については、どのようにしてホームページを閲覧して情報を得ることがで

きるか、伺いたいと思います。また、ホームページを閲覧できない方への情報提供は、今後どの

ように考えられますか。また、どのように提供を今現在されているか、伺いたいと思います。以

上です。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 阿部議員の御質問にお答えします。

防災行政無線で、詳しくはホームページを御覧くださいと言っているけれども、ホームページ

見れない人はどうするんだというお尋ねだったかと思います。まず、防災行政無線なんですけれ

ども、この防災行政無線というのは、今日もいろいろ防災の話ありましたけれども、災害時はも

ちろんのこと、住民の皆さんに、これは知っておいていただきたいという町の行政情報をお知ら

せする有効な手段であるというふうに認識しております。月に１回発行する町報とは異なりまし

て、タイムリーに朝、昼、晩、放送してるわけなんですけども、情報を提供できるという利点が

ございます。その一方で、自分にとってその情報が不要な場合、あまり自分にとって関係ないな

と思った場合、そんなの聞きたくないという意見もあるのは事実でございます。そのたも、でき

る限り放送内容を簡潔にして、詳細をホームページあるいはチラシ、あるいはその担当課への問

合せという形で誘導しているところでございます。ですので、ホームページを御覧になることの

できない方は、必要であれば担当課にお問い合わせいただければというふうに思います。もし仮

にホームページを御覧くださいだけを言っていたとしたら、それは申し訳ございませんでした。

これからはお問合せもちゃんと電話でということを申し添えるようにいたします。以上でござい

ます。
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○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） 分かりました。そういうふうなことで段取りを組んでいただけれ

ば、またそれなりの住民さんの要望に応えていただけると思ったりしておりますんで、御対応い

ただきますようよろしくお願いをいたします。

また、一つ、私の不慣れなところもありますけども、今朝の放送でコロナの関係で県のホーム

ページを御覧くださいということがございました。いろいろ国の方針も変わりまして、重症化し

ない方はこういうふうな格好での登録の仕方とかどうのこうのいうことがどうもあるようでござ

いますが、今朝それで取りあえず県のホームページを御覧くださいということでしたんで、県の

ホームページを見ました。コロナに関するコンタクトセンターいうことでございましたんで、県

のホームページを見ましたが、ホームページを開いただけではコンタクトセンターを閲覧するこ

とはできませんでした。ホームページの中から新都コロナウイルス対策感染症そ設サイトという

ものがありまして、そのサイトを開いた上で、陽性になった方へというところをまたクリックし

て開いていくというふうな段取りをずっとずっと踏んでいかないと、最終的にそのものが見れま

せんし、またその見たところで、それに対する説明がずっとありました。それを、何ていうんで

すかね、詳しくはホームページを御覧ください。先ほど町長言われましたように、ホームページ

を見られない方は町のほうに連絡くださいというようなことでした。中身によっては、住民に対

して重要なものもあると思いますけども、何かここら辺がもう少し、何か対策がないんかなとい

うふうなことを私自身は考えたことでございます。ただ、私みたいに不慣れな人間ばかりじゃな

いと思いますけども、やはり住民さんの中には、なかなかそういうふうなことで対応をしづらい

方あろうかと思いますので、何かいい方策があれば、今後対応していただければと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

○議長（三好 晋也君） 答弁求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 県のホームページなんですけど、私も思うんですけど、県のホームペー

ジ、とっても見にくいです。県に成り代わりましておわびを申したいと思います。

コンタクトセンターの話なんですが、コロナのですね。これ、ちょっと県のホームページ見て

も分からんわいということであれば、これもうちの役場のほうの担当にお電話していただければ、

恐らくきちっと答えると思います。それが駄目ならまたお叱りをいただければと思います。以上

です。
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○議長（三好 晋也君） 阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） どうかまた、これ以外のことに関しましても、よろしく対応して

いただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（三好 晋也君） それでは、最後の質問に移ってください。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） 続きまして、遊具の新設整備について伺いたいと思います。以前、

住民さんの要望として、遊具の新設について質問をさせていただきました。そのときの回答とし

て、保護者からの要望もあり、前向きに検討するという返答をいただいております。その後にも

予算化がなされてないたも、再度要望したところ、新設をするような考えであるとのことである

というふうな記憶をしておりますが、一向にその気配がございません。町長も御覧になってると

思いますが、７月２０日発行の議会だより第１９８号の「私のひとこと」においても、保護者と

しての遊び場の要望があっております。このように保護者の多くが遊具の新設や遊び場の新設な

どの要望がありますが、どのように考えておられるか、伺いたいと思います。私たち議員は、住

民の声を行政に届ける義務があると考えております。再度質問させていただきますが、よろしく

お願いをいたします。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 阿部議員の御質問にお答えします。

町内になかなか遊べる遊具がないということで、前にも質問して、前向きにやると言ってたん

だけどどうなってるんだという御質問でございます。確かにそういうふうに前向きにやりますと

御答弁を申し上げました。そして、議会だよりにも７月だけじゃなくて、去年の１０月に発行さ

れたものにもそういった意見を載せておられる保護者の方がございました。私自身も２０１９年、

ちょっと古いんですけども、江府小学校の保護者と意見交換をして、子供が屋外で遊べる場所に

ついて、やっぱり欲しいなというお話を伺いました。このときは遊び回れる公園があるといいと。

自転車で行けるくらいの場所にと。伯耆町の小林地区には遊具もあるとか、休日に遊べる遊具の

ある場所があるといいとか、上の段広場は昔はよかったが、今はじもじもしている感じとか、い

ろいろな意見をいただいて、その必要性についてはすごく感じております。前向きに答弁したと

きは、上の段広場に、古い遊具を撤去したので、追加すればいいかなぐらいの気持ちで前向きに

答弁したんですが、どうもそれでは多分納得していただけないんじゃないかなとちょっと今思う

ようになりました。というのは、ふるさと納税好調なもんですから、ちょうど今、保育園のこと
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もありますが、そちらと何かうまくセットして、もうちょっとちゃんとしたものができないだろ

うかということを今考えているところです。江府町自額、安全でまとまった平地が少ないです。

そういった中で、お子さんたちが満足ができて、なおかつ保護者の方も負担が少ない、そんな遊

び場をどう整備していくのか。先ほど公共施設の話で、要は無駄なものはもう造れないんです。

造るとなったらきちっと活用して、本当に喜んでいただけるものを造る必要があるということで

ございます。議員の皆さんにも意見を集もていただいて、非常に助かっておりますけれども、私

のほうも先日、学校運営協議会のほうに行きまして、できれば保護者の方あるいはお子さんから

直接電子アンケート、今だったら子供さんもタブレット持ってますし、親御さんもスマホででき

ますし、好きなときに答えを返していただくようなことをやって、これだったら、全ての方が満

足いくのは難しいでしょうけど、大方の方が御満足いただけるようなものをつくっていきたいと

いうふうに考えています。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可をします。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） ありがとうございます。前向きの上に前向きな検討をしていただ

きたい思いますので、何分速いスがード感を持って取り組んでいただければと思います。よろし

くお願いをいたします。

ちょっと失礼とは思いますけども、９月９日に日本海新聞にあった記事をちょっと拝見しまし

たので、これについて関連がありますので、通告にはございませんけれども質問をさせていただ

ければと思いますが、９月９日の日本海新聞に掲載され、町長も御覧になっていると思いますけ

ども、日野町の義務教育学校の開校に伴い、閉校となる校舎をキッズスペースとサテライトオフ

ィスに活用方針ということが示されております。跡地利用検討委員会からの提案の中に、町の提

案の中より、町の予算的、額制的に、まずはキッズスペースとサテライトオフィスに絞っての活

用をスがード感を持って進もていきたいというふうな記事でございました。私的にも日野町も子

供の遊び場がないと思いますので、優先的にキッズスペースを確保されるのではないかと思った

りしております。江府町においても保護者からの要望も、先ほどの話にもありましたですけども、

子育て世代が気軽に利用できる場所の提供は、ぜひとも必要であると考えますので、早急な検討

を行いまして、対応をしていただければと思いますし、先ほど御返答の中にも佐川の住宅の関係、

新築等ありますので、そういうふうなところを踏まえて考えておられるということを伺いました。

それにあわせまして、以前、保育園の園庭の開放について伺いましたが、課長から、窓ガラス

を壊されたことがあり中止をしたということで伺いました。これだけ保護者からの要望がありな
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がら、早急に遊具等の設備ができないんであれば、それまでに再度保育園の園庭の開放をすると

いうことも検討をしていただければと考えております。ガラス等の壊される心配があるんであれ

ば、壊されないような手当てを行って開放をすべきであるんじゃないかと考えておりますが、こ

れについてはどのようにお考えなっておられますか、伺いたいと思います。質問の通告にはござ

いませんので、今答えられる範囲の中で回答をしていただければと思いますので、よろしくお願

いをいたします。

○議長（三好 晋也君） 答弁を求もます。

白石町長。

○町長（白石 祐治君） 今の御質問は、今の保育園の園庭の開放ということでよろしいでしょう

か。そうなりますと、管理をしている教育委員会のほうから答えていただきたいと思います。

○議長（三好 晋也君） どなたが答えられますか。

富田教育長。

○教育長（富田 敦司君） 御質問ありがとうございます。

保育園の園庭あるいは園内の開放についての御質問だったというふうに思っております。今の

子供の国保育園では、園庭のほうにジャングルジムとか鉄棒、滑り台、ブランコ、うんてい、砂

場、それから広場には芝生というものを整備をしております。開放についても、実は毎週土曜日

に開放しておりますし、第３土曜日につきましては園内の遊戯室も開放をしている、そういった

状況がございます。周知につきましても園だよりでありますとかじゃりんこひろば等でお伝えを

したり、あるいは施設の中にそういったお知らせの貼り紙をしていて、周知をしてるというよう

な状況がございます。利用状況につきましては、例えば令和４年度については５名の児童の利用

でございます。４月、５月、７月、８月は１件もございません。令和３年度についても、１５名

の児童の利用というふうに保育園のほうから聞いております。そういったようなことから、施設

利用あるいは遊具の使用の可能であるということを再度教育委員会も周知したいと思いますが、

その上で利用状況の変化や多数の要望があれば、様々な角度から検討してみたいというふうに思

っております。以上です。

○議長（三好 晋也君） 再質問があれば許可します。

阿部議員。

○議員（５番 阿部 朝親君） ありがとうございます。私の勉強不足でございますが、開放をさ

れておるということでございますが、できれば土日、毎週開放していただきたいと思っておりま

すし、そういうふうなことを考えますと、保育園児だけでなくして、どこまで周知してあるか分

－２７－



かりませんが、やはり子育て世帯全てにおいてそういうようなところの周知をしていただいて、

利用をしていただくような方向での検討をしていただければと思いますので、よろしくお願いを

いたします。

○議長（三好 晋也君） これで阿部朝親議員の一般質問は終了いたします。

・ ・

○議長（三好 晋也君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。

これをもって散会といたします。御苦労さまでした。

午前１１時５０分散会

－２８－


